
◎政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 
（平成三〇年五月二三日法律第二八号）（衆）   

一、 提案理由（平成三〇年四月一二日・衆議院本会議） 

○山際大志郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容

を御説明申し上げます。 

 本案は、政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案

及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑

み、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進するため、男女共同参画

社会基本法の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、そ

の基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治

分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めるものでありま

す。 

 本案は、昨十一日の内閣委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とす

ることに決したものであります。 

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、 参議院内閣委員長報告（平成三〇年五月一六日） 

○柘植芳文君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案は、政治分野における男

女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の

意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、政治分野における男女共同

参画を効果的かつ積極的に推進するため、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっと

り、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及

び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推

進に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、衆議院内閣委員長山際大志郎君より趣旨説明を聴取した後、

討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より賛成の旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月一五日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 本法第五条（実態の調査及び情報の収集等）の規定に基づき、内閣府は、首長、閣

僚、国会議員及び政党における女性の割合、議会における両立支援体制の状況、政党



における女性候補者の状況、女性の政治参画への障壁等に関する実態調査、研究、資

料の収集及び提供を行うこと。また、総務省は、地方公共団体の議会の議員及び長の

男女別人数並びに国政選挙における立候補届出時の男女別人数の調査結果を提供する

とともに、地方公共団体に対する当該調査等への協力の依頼を行うこと。 

二 本法第六条（啓発活動）の規定に基づき行われる啓発活動に資するよう、内閣府は、

国内外の政治分野の男女共同参画の推進状況に関する「見える化」を推進すること。 

三 本法第七条（環境整備）の規定に基づき、内閣府は、国会及び地方議会における議

員の両立支援体制等の環境整備に関する調査及び情報提供を行うこと。また、総務省

は、地方議会において女性を含めたより幅広い層が議員として参画しやすい環境整備

について検討を行うこと。 

四 本法第八条（人材の育成等）の規定に基づき、内閣府は、各種研修や講演等の場に

おいて活用可能な男女共同参画の推進状況や女性の政治参画支援に関する情報等の資

料の提供を行うこと。また、総務省は、内閣府と連携して男女共同参画をテーマとす

る啓発活動を実施するとともに、各種研修や講演等の場において各地方議会における

「女性模擬議会」等の自主的な取組の紹介を行うこと。 

  右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


